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保
育
施
設

■
し
お
り
と
案
内
を
配
布

　
令
和
3
年
度
に
市

内
の
保
育
施
設
に
入

所
を
希
望
す
る
方
に

「
保
育
施
設
利
用
申

し
込
み
の
し
お
り
」

と
「
育
児
休
業
明
け
入
園
予
約
の
ご

案
内
」
を
9
月
23
日（
水
）か
ら
配
布

し
て
い
ま
す（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）。

▼
配
布
場
所
＝
保
育
課（
市
役
所
1

階
22
番
窓
口
）、
市
内
認
可
保
育
園
、

窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
子
ど
も

家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー（
子
ど
も
未
来

セ
ン
タ
ー
1
階
）、
東
部
・
西
部
・

富
士
見
連
絡
所

■
保
育
施
設
利
用
の
申
し
込
み

▼
対
象
者
＝
仕
事
や
病
気
な
ど
で
、

日
中
ご
家
庭
で
就
学
前
の
お
子
さ
ん

を
保
育
で
き
な
い
方
▼
期
間（
令
和

3
年
度
4
月
入
所
）＝
10
月
1
日（
木
）

〜
11
月
30
日（
月
）〔
左
記
以
外
の
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
〕、
10

月
31
日（
土
）、
11
月
21
日（
土
）・
22

日（
日
）〔
各
会
場
は
し
お
り
を
参
照
〕

■
育
児
休
業
明
け
入
園
予
約
制
度

　
育
児
休
業
明
け
入
園
予
約
制
度
は
、

お
子
さ
ん
の
1
歳
の
誕
生
日
の
前
日

以
降
も
法
律
に
基
づ
く
育
児
休
業
を

取
得
し
、
復
職
に
あ
わ
せ
て
年
度
途

中
か
ら
の
入
園
を
希
望
す
る
場
合
に
、

保
育
園
の
入
園
を
あ
ら
か
じ
め
確
保

し
て
お
く
こ
と
で
、
安
心
し
て
育
児

休
業
を
取
得
し
て
い
た
だ
く
た
め
の

も
の
で
す
。
実
施
園
は
次
の
と
お
り
。

▼
私
立
西
国
立
保
育
園
分
園（
羽
衣

町
1
─21
─11
）▼
私
立
た
か
の
み
ち

保
育
園
さ
い
わ
い
分
園（
幸
町
5
─

1
1
1
─4
）▼
私
立
た
か
の
み
ち
保

育
園
さ
か
え
分
園（
栄
町
6
─13
─1
）

　
く
わ
し
く
は
9
月
23
日（
水
）か
ら

配
布
す
る
案
内（
上
記
参
照
）を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
保
育
課
・
内
線
1
3
2
5

小
学
校

■
就
学
時
健
康
診
断

　
令
和
3
年
度
に

小
学
校
へ
入
学
す

る
お
子
さ
ん
を
対

象
に
就
学
時
健
康

診
断
を
10
月
27
日

（
火
）〜
11
月
27
日（
金
）に
順
次
各
校

で
行
い
ま
す
。
く
わ
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
対
象

の
方
に
は
通
知
書
と
保
健
調
査
票
な

ど
を
10
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。
当

日
は
保
護
者
が
付
き
添
い
の
上
、
指

定
さ
れ
た
学
校
の
会
場
へ
。
通
知
書

が
届
か
な
い
場
合
や
、
指
定
日
に
会

場
へ
行
け
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

持
保
健
調
査
票
、
就
学
時
健
康
診
断

票
、「
黄
色
い
帽
子
」
の
調
査
票
、

母
子
手
帳
、
筆
記
用
具
、
上
履
き
、

靴
を
入
れ
る
袋

問
学
務
課
学
校
保
健
係
・
内
線
2
5

1
5学

童
保
育
所

■
学
童
保
育
所
と
は

　
放
課
後
に
帰
宅
し
て

も
、
保
護
者
が
仕
事
等

で
適
切
に
保
育
で
き
な

い
家
庭
の
児
童
を
安
全
に
保
育
す
る

施
設
で
す
。
介
助
が
必
要
な
お
子
さ

ん
の
保
育
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
保
育
時
間
　
▼
通
常
保
育
＝
下
校

時（
土
曜
日
、
学
校
休
業
日
は
午
前

8
時
）〜
午
後
6
時（
土
曜
日
は
一
部

午
後
5
時
ま
で
）▼
延
長
保
育
＝
午

後
6
時
〜
7
時

●
費
用
　
▼
通
常
保
育
＝
月
4
0
0

0
円（
第
2
子
か
ら
月
2
5
0
0
円
）

▼
延
長
保
育
＝
通
常
保
育
料
に
月
2

0
0
0
円
加
算（
日
額
5
0
0
円
で
一

時
利
用
可
）▼
間
食
費
＝
月
2
0
0

0
円
▼
行
事
に
よ
っ
て
別
途
参
加
費

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

■
入
所
申
請

　
令
和
3
年
4
月
か
ら
学
童
保
育
所

に
入
所
を
希
望
す
る
方
の
申
請
を
受

け
付
け
ま
す
。
す
で
に
入
所
し
て
い

る
方
も
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
方

法
等
く
わ
し
く
は
、「
入
所
申
請
の

ご
案
内
」
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
「
入
所
申
請
の
ご
案
内
」
配
布
　

10
月
12
日（
月
）か
ら
、
各
学
童
保
育

所
、
子
ど
も
育
成
課（
市
役
所
1
階

23
番
窓
口
）で
配
布
し
ま
す（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も

可
）。

●
受
付
日
程
　
11
月
12
日（
木
）〜
27

日（
金
）

●
受
付
場
所
　
各
学
童
保
育
所〔
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
〕、
子
ど
も
育

成
課〔
受
付
期
間
中
は
土
曜
・
日
曜

日
も
受
け
付
け
を
実
施（
た
だ
し
、

11
月
23
日
は
除
く
）〕。
郵
送
不
可
。

問
子
ど
も
育
成
課
子
ど
も
育
成
係
・

内
線
1
3
0
0

市
長
と
語
ろ
う
！
意
見
交
換

会（
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
）

　
皆
さ
ん
の
声
を
市
政
や
地
域
づ
く

り
に
生
か
す
た
め
、
市
長
と
の
意
見

交
換
会（
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
）を

対
象
者
別
に
開
催
し
ま
す
。

●
大
学
生
世
代
　
対
オ
ン
ラ
イ
ン
開

催
の
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
参
加
が
可
能
な
方
で
、
市
内
在
住

の
大
学（
院
）生
・
大
学
生
世
代
の
方
、

多
摩
地
域
の
大
学
に
通
学
す
る
大
学

（
院
）生
の
方
時
10
月
17
日（
土
）午
前

10
時
〜
11
時
30
分
申
10
月
12
日（
月
）

ま
で
に
、
電
話
、
ま
た
は
住
所
、
氏

名
、
電
話
番
号
、
E
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
、
大
学（
院
）生
の
方
は
学
校
名
を

書
い
て
、
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル
で

企
画
政
策
課
・
内
線
２
６
８
８
Fax（
５

２
１
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６
５
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●
子
育
て
世
代
　
会
場
に
は
保
育
士

が
い
ま
す
の
で
、
子
ど
も
と
一
緒
に

参
加
で
き
ま
す
。
直
接
会
場
へ
時
10

月
17
日（
土
）午
後
1
時
30
分
〜
2
時

30
分
場
子
ど
も
未
来
セ
ン
タ
ー

問
企
画
政
策
課
・
内
線
2
6
8
8

家
庭
ご
み
指
定
収
集
袋
の
減

免
申
請

　
市
は
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

世
帯
を
対
象
に
、
ご
み
処
理
手
数
料

の
減
免
措
置
と
し
て
、
家
庭
ご
み
指

定
収
集
袋
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
11
月
〜
令
和
3
年
10
月
の
1
年
分

の
減
免
申
請
の
受
け
付
け
を
開
始
し

ま
す
。
昨
年
度
申
請
し
、
今
年
度
も

減
免
対
象
と
な
る
世
帯
に
10
月
上
旬

に
申
請
書
を
発
送
し
ま
す
。
必
要
事

項
を
記
入
し
、
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
が

届
か
な
い
方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

申
請
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
今
年
度
は
、
申
請
書
の
受
理
後
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
対
象
の
指
定
収

集
袋
を
ご
自
宅
等
に
配
送
し
ま
す
。

配
送
と
な
る
の
は
令
和
3
年
3
月
末

ま
で
に
申
請
を
受
け
た
分
で
す
。

●
減
免
対
象
と
な
る
世
帯
　
▼
生
活

保
護
法
に
よ
る
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
▼
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
の

支
給
を
受
け
て
い
る
▼
児
童
扶
養
手

当
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
る
▼
老※

齢
福
祉
年
金
を
受

給
し
て
い
る
▼
次
の
い
ず
れ
か
の
方

が
い
て
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

▽
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・
2
級
▽

愛
の
手
帳
1
度
・
2
度
▽
精
神
障
害

者
手
帳
1
級
・
2
級
▽
要
介
護
4
・

要
介
護
5
▼
市
長
が
特
別
な
理
由
が

あ
る
と
認
め
た

※
大
正
5
年
4
月
1
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方
が
対
象
の
制
度
で
「
老
齢
基

礎
年
金
」
と
は
異
な
り
ま
す
。

問
ご
み
対
策
課
・
内
線
6
7
5
1

外
国
籍
の
方
も
国
民
年
金
の

加
入
が
必
要
で
す

　
国
民
年
金
は
、

国
内
に
住
所
が

あ
る
20
歳
〜
59

歳
ま
で
の
外
国

籍
の
方
も
加
入

が
必
要
で
す
。

受
給
要
件
を
満
た
せ
ば
請
求
に
よ
り
、

老
齢
基
礎
年
金
、
病
気
や
け
が
に
よ

り
障
害
が
残
っ
た
場
合
の
障
害
基
礎

年
金
、
被
保
険
者
が
亡
く
な
っ
た
場

合
の
配
偶
者
や
子
に
遺
族
基
礎
年
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。
ま
た
帰
国
等
に

よ
り
受
給
要
件
を
満
た
さ
な
か
っ
た

場
合
も
、
6
か
月
以
上
の
支
払
い
が

あ
れ
ば
帰
国
後
2
年
以
内
に
「
脱
退

令和
３年度

保
育
施
設
・
小
学
校
・
学
童
保
育
所

入
園
・
入
学
・
入
所
の
ご
案
内

市
税
等
の
滞
納
処
分
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
財
産
に
つ
い
て
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
」
を
実
施
し
ま
す
。
く
わ
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
問
収
納
課
・
内
線
1
2
5
9

一
時
金
」
が
請
求
で
き
ま
す
。
な
お
、

厚
生
年
金
保
険
、
共
済
組
合
に
加
入

の
方
や
そ
の
被
扶
養
配
偶
者
の
方
は

国
民
年
金
に
加
入
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

問
市
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
・
内

線
1
3
9
5
、
日
本
年
金
機
構
立
川

年
金
事
務
所
☎（
5
2
3
）0
3
5
2

住
居
表
示
実
態
調
査
に
ご
協

力
を

　
住
居
表
示
台
帳
を
現
況
に
あ
わ
せ

て
修
正
・
整
理
し
、
正
し
い
住
居
表

示
番
号
を
付
け
る
た
め
、
該
当
地
域

で
住
宅
の
外
観
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
調
査
員
は
市
の
腕
章
を
着

用
し
、
市
発
行
の
身
分
証
明
書
を
携

帯
し
て
い
ま
す
。

時
10
月
31
日（
土
）ま
で
場
曙
町
と
高

松
町
の
全
域

問
市
民
課
管
理
係
・
内
線
1
3
6
0

立川市動画チャンネル
市の庁舎を紹介するPR
動画を公開しました。
ぜひご覧ください。 問広報課・内線2744


